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証券コード 9976
2024年4月25日

（電子提供措置の開始日2024年4月23日）

株 主 各 位
群馬県高崎市倉賀野町4531番地１

代表取締役社長 関 口 忠 弘

第73回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第73回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブ

サイトに「第73回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.sekichu.co.jp/

電子提供措置事項は東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも掲載しております。以下の東
証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスの上、銘柄名（会社名）又は証券コー
ドを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/ＰＲ情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて書面又はインターネットによる議決権行使をすることができますの
で、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、その方法に
つきましては、３頁及び４頁に記載の、「議決権行使についてのご案内」をご高覧の上、2024年５月
14日(火)午後６時までに、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

また、株主の皆様におかれましては、各種感染症の状況を鑑み、事前の議決権行使を推奨いたしま
す。

敬 具

記

1. 日 時 2024年５月15日（水曜日）午前11時（受付開始予定午前10時30分）
2. 場 所 群馬県高崎市柳川町７０番地

ホテルグランビュー高崎 ３階あかぎ
（末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください。）
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3. 目的事項
報告事項 第73期（2023年２月21日から2024年２月20日まで）事業報告及び計算書類報

告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
議案の概要は、後記の「株主総会参考書類」（５頁）に記載のとおりであります。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。ま
た、資源節約の為、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会に

出席される場合

株主総会開催日時行使期限

インターネットで議決権を

行使される場合

行使期限

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう

お願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に

対する賛否をご表示のうえ、切手を

貼らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の

賛否をご入力ください。

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

2024年５月15日（水）
午前11時開催

2024年５月14日（火）
午後６時到着分まで

2024年５月14日（火）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

・賛成の場合 「賛」の欄に〇印

・反対する場合 「否」の欄に〇印

・全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

・一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

・全員反対する場合 「否」の欄に〇印
見本

第１号議案

第２・３号議案
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QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 9：00 ～ 21：00）

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

１

見本

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。３

議決権行使サイトにアクセスしてください。１

２

「ログインID・
仮パスワード」を
入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する

ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく

ださい。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス

ワード」を入力しクリックしてください。

インターネット等による議決権行使のご案内

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※ 操作画面はイメージです。

議決権行使

サイト
https://evote.tr.mufg.jp/
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識し、経営

基盤の強化と安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。

第73期の期末配当金につきましては、物価高騰の社会情勢を踏まえて、株主様への利益

還元を一層充実させるべく、普通配当20円に特別配当10円を加え、1株あたり30円とさ

せていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円（うち、普通配当20円、特別配当10円）

総額161,578,740円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月16日といたします。

2024年04月10日 17時20分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20240322_02）



― 6 ―

第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。以下本議案において同じ）全員（４名）は本総会終結の

時をもって任期満了となります。つきましてはコーポレートガバナンスの一層の強化を図る為取締

役を1名増員し取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社の
株式の数

１

関
せき

口
ぐち

忠
ただ

弘
ひろ

(1971年６月23日)

2001年２月 当社入社

165,055株

2006年11月 HC店舗運営統括部長兼専門店統括部長

2007年５月 取締役HC店舗運営統括部長兼専門店統括部長

2008年３月 取締役商品統括部長

2008年８月 代表取締役常務商品統括部長

2009年３月 代表取締役常務

2014年２月 代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

有限会社サウス企画 代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】

関口忠弘氏は、店舗運営、専門店、商品業務に関する豊富な知識と経験を有し、2014年2月からは代表

取締役社長として当社事業運営の陣頭指揮をとり、経営の重要事項の決定及び業務遂行の監督等を適

切に果たしております。当社の経営の為に引続き取締役として選任をお願いするものであります。

２

長谷
は せ

川
がわ

義
よし

仁
ひと

(1957年１月１日)

2000年６月 株式会社コメリ 取締役人事部長

5,000株

2008年７月 同社取締役執行役員商品本部長

2009年６月 同社取締役退任

2012年５月 当社取締役

2015年５月 当社専務取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】

長谷川義仁氏は、ホームセンター経営に関する豊富な知識と経験を有し、専務取締役として経営の重

要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。当社の経営強化の為に、引続

き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社の
株式の数

３

土
つち

田
だ

一
もと

聡
あき

(1970年７月22日)

1994年３月 株式会社ジョイフル本田入社

1,000株

2003年９月 株式会社島忠入社

2013年９月 当社入社

2016年１月 当社執行役員商品部長

2018年５月 当社取締役執行役員商品部長

2019年７月 当社取締役執行役員店舗運営部長

2020年２月 当社取締役執行役員店舗運営担当兼商品担当

2021年８月 当社取締役執行役員商品部長（現任）

【取締役候補者とした理由】

土田一聡氏は、商品部の業務に長く携わり、また店舗経営に関する豊富な知識と経験も有し、取締役

として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。当社の経営強

化の為引続き取締役として選任をお願いするものであります。

４

銅
どう

島
じま

賢
けん

(1986年12月28日)

新任

2009年４月 楽天株式会社入社

1,900株

2014年11月 当社入社

2019年３月 当社経営企画室長

2022年３月 当社執行役員経営企画室長

2024年１月 当社執行役員管理部長兼経営企画室長（現任）

（重要な兼職の状況）

アトム総業株式会社 監査役

【取締役候補者とした理由】

銅島賢氏は、経営企画及び人材政策に関わる事項を統括しており、経営の重要事項の決定及び業務執

行の監督等の役割を適切に果たしております。当社の経営強化の為取締役として選任をお願いするも

のであります。
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候補者
番号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社の
株式の数

５

釘
くぎ

島
しま

伸
のぶ

博
ひろ

（1950年２月12日）
社外取締役

1993年４月 弁護士登録

―株

2017年４月 群馬県弁護士会会長

2018年５月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

弁護士法人釘島総合法律事務所代表

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

釘島伸博氏は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務

を適切に遂行していただけるものと判断しております。業務を行う経営陣から独立した立場で、同氏

の知識や経験を当社の経営の監督等に活かしていただくことを期待し、引続き社外取締役としての選

任をお願いするものであります。

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 関口忠弘氏は、同氏の子会社等である有限会社サウス企画において代表取締役社長であります。
3. 釘島伸博氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役

員として指定して届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引続き独立役員となる予定です。
4． 釘島伸博氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって６年となります。
5. 釘島伸博氏の兼職先である弁護士法人釘島総合法律事務所は当社と顧問契約を結んでおり、当事業

年度において、当社は顧問弁護士報酬等120万円を支払っておりますが、その他特別な利害関係はあ
りません。

6. 当社は社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で、現行定款第22
条において会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、当該契約
に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。釘島伸博氏の選任が承
認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

7. 当社は、保険会社との間で、役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその職務の執行に関し
責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当
契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められること
となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

なお、監査等委員である取締役候補者は以下のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社の
株式の数

１

高
たか

木
ぎ

宏
ひろし

(1961年12月18日)

社外取締役

2018年３月 群馬県警察交通部高速道路交通警察隊長

―株

2019年３月 桐生警察署長

2021年３月 群馬県警察学校校長

2022年３月 群馬県警察退任

2022年５月 当社監査等委員（現任）

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

高木宏氏は、警察行政の豊富な経験と実績を有していることから、監査等委員である社外取締役候補

者とするものであります。その経歴を通じて培われた幅広い見識を、当社のリスクマネジメント及び

経営管理に活かすことを期待しております。

２

原
はら

口
ぐち

博
ひろし

(1949年11月26日)

社外取締役

1974年４月 監査法人サンワ事務所（現有限責任監査法人

トーマツ）入所

―株
2001年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トー

マツ）代表社員

2011年５月 有限責任監査法人トーマツ退所

2022年５月 当社監査等委員（現任）

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

原口博氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の業務執行

者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。企

業会計に関する幅広い知識と知見に基づき、ガバナンス体制の適正性や、業務執行体制及び経営課題

への取り組等に関する監督、助言等の役割を期待しております。
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候補者
番号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社の
株式の数

３

渡
わた

辺
なべ

紀
のり

幸
ゆき

(1960年2月11日)

社外取締役

1983年４月 株式会社群馬銀行入行

―株

2015年６月 同行 執行役員コンプライアンス部長

2016年６月 同行 執行役員人事部長

2018年６月 同行 常勤監査役

ぐんぎん証券株式会社 監査役（非常勤）

2022年６月 株式会社群銀カード 代表取締役社長（現

任）

2023年５月 当社監査等委員（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社群銀カード 代表取締役社長

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

渡辺紀幸氏は、金融機関における経験と知識、企業経営者としての経験を有しており、当社の業務執

行者から独立した立場にあることから、監査等委員である取締役候補者とするものであります。その

経歴を通じて培われた幅広い見識を、当社の経営の監督に活かし、取締役会の意思決定機能及び監

査・監督機能の強化に活かすことを期待しております。

(注) 1. 渡辺紀幸氏が代表取締役である株式会社群銀カードと当社はクレジットカード決済等において通常
の取引関係にあります。その他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 高木宏氏、原口博氏、渡辺紀幸氏の３名は、社外取締役候補者であります。当社監査等委員である
社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって高木宏氏、原口博氏は２年、渡辺紀幸氏は１年
となります。なお、当社は高木宏氏、原口博氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ており、原案通り選任された場合、引続き独立役員となる予定であります。

3. 当社は社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で、現行定款第22
条において会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、当該契約
に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。高木宏氏、原口博氏、
渡辺紀幸氏の３名の選任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

4. 当社は、保険会社との間で、役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその職務の執行に関し
責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当
契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められること
となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上
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事 業 報 告

( 2023年２月21日から
2024年２月20日まで )

Ⅰ 会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、コロナウイルス感染症による制限が緩和され、社会
経済活動正常化に向けた動きが見られました。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化、
中東情勢の悪化、円安基調の経済情勢を背景に、原材料価格及びエネルギー価格は上昇を
続けており、先行きは不透明な状態が続いております。

ホームセンター業界におきましては、依然として激しい競争環境の中、物価上昇を背景
とした商品仕入価格の高騰、販売費及び一般管理費の増加、例年にない天候不順の影響も
あり、厳しい状況で推移しております。
このような状況のもと、当社は、＜「挑戦」～全員参加で地域密着型の安心・安全なイン

フラ店舗をつくろう～＞を当事業年度のテーマに掲げ、物価や社会情勢、生活様式が激し
く変化し、先行きの見通しが難しい中で、変わらず地域のお客様に支持していただける店
舗を作る為、全従業員一丸となって取り組んでまいりました。

店舗政策におきましては、前事業年度に引続き、複数店舗で改装を実施し、ペット生体
売場のリニューアルやセミセルフレジの導入、防犯カメラの増設等を行うことで、お客様
により楽しく、安心・安全にご利用いただける店舗へと変更いたしました。また、新たな
試みとしてポイント会員用のアプリのリリースにより、買い物の利便性向上を図ってまい
りました。
当事業年度の売上高は、297億２千１百万円（前期比2.0％減）の結果となりました。
商品部門別には「ＤＩＹ用品」は、改装により売場を拡大したペット部門、リフォー

ム・エクステリア部門は好調に推移しましたが、物価高の影響等で木材部門、建築資材部
門は苦戦しました。売上高は155億４千３百万円（前期比0.4％減）となりました。

「家庭用品」は、天候不順による家電部門の不振、コロナウイルス感染症の規制緩和に
よる衛生用品の売上減少等で日用品部門が低調に推移しました。売上高は86億８千４百万
円（前期比6.6％減）となりました。

「カー用品・自転車・レジャー用品」は、天候不順の影響で灯油部門が苦戦しましたが、
飲料の販売が伸長し食料品部門は好調でした。売上高は49億３千３百万円（前期比0.4％
増）となりました。

「その他」の部門は、ピットサービス部門や法人向け請負工事が好調に推移し、５億６
千万円（前期比10.0％増）となりました。

営業利益は７億３千万円（同2.9％減）、経常利益は７億９千６百万円（同1.3％減）、当
期純利益は５億１千万円（同7.0％増）となりました。

2024年04月10日 17時20分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20240322_02）



― 12 ―

商品部門別売上高

(単位：千円)

期 別

商品部門別

第 72 期
(2023年２月期)

第 73 期
(2024年２月期) 前期比

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比

％ ％ ％

Ｄ Ｉ Ｙ 用 品 15,603,699 51.5 15,543,691 52.3 △0.4

家 庭 用 品 9,296,351 30.6 8,684,385 29.2 △6.6

カー用品・自転車・レジャー用品 4,911,990 16.2 4,933,233 16.6 0.4

そ の 他 509,061 1.7 560,106 1.9 10.0

合 計 30,321,103 100.0 29,721,415 100.0 △2.0

(注）ホームセンター事業の各部門の構成内容は次のとおりであります。

(1)DIY用品 …………木材、石材、建築資材、リフォーム、エクステリア、ＤＩＹ、ワーキング、園芸、
農業資材、植物、ペット、電材等

(2)家庭用品…………家庭用品、日用品、インテリア用品、収納用品、家電品等
(3)カー用品・自転車・レジャー用品

………カー用品、自転車、レジャー用品、飲料、文具、カウンター、灯油等、（カー用品専
門店、自転車専門店を含む）

(4)その他……………ピット工賃等店舗受取手数料、ダイソー、法人向け請負工事等
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2. 対処すべき課題

今後の経済につきましては、日銀の金融政策変更やアメリカ大統領選挙、エネルギー及び原材
料価格の上昇、33年ぶりの高水準となった賃上げ率等の影響など不透明な要素を含んだ状況で推
移していくものと予想されます。このような状況のもと、当社は「暮らしもっと楽しく 快適な
住まいづくりのお手伝い」をスローガンに掲げ、お客様満足度向上を実現するため、以下の重点
課題に取り組んでまいります。

(1) 営業力の強化
業態を越えた激しい競争の中、ホームセンター業界の寡占化の進行による淘汰、再編が進むこ

とが予想されます。このような経営環境のもと、当社におきましては、地域のお客様に支持され
る品揃え・品質・価格とサービスを提供できる「地域一番店」を目指してまいります。また、

「地域のインフラ」としてお客様の生活基盤を支える責務と地域社会への貢献が果たせるよう取
り組んでまいります。

営業対策におきましては店舗改装による品揃えや設備の見直しを進め、地域のお客様の暮らし
のニーズやアフターコロナの行動変化に柔軟に対応した店舗づくりを進めてまいります。また、
ホームセンターの強みを生かし、園芸、金物・資材・DIY用品、ペット、サイクル、リフォーム
等品揃えの再構築を進めてまいります。

サービス面におきましては、キャッシュレス決済の推進、セキチューカード、アプリの会員獲
得によるお客様の利便性向上を図ってまいります。

カー用品専門店におきましては、商品構成の見直しと作業レベル向上による安心・安全な車
検、ピットサービスの強化を図ってまいります。

自転車専門店におきましては、地域に密着した品揃えと店舗オペレーションの再構築を行って
まいります。

インターネット通販事業におきましては、お客様の利便性向上の為、販売網と品揃えの拡充に
努め、成長分野における売上拡大を図ってまいります。

(2) 出店用地の確保及び店舗施設の有効活用
計画的な新規出店を進めていく為、出店用地の選定と開発を積極的に行い、新規物件の確保に

最善を尽くしてまいります。一方、更なる成長と収益力の向上を図る為、テナントへの賃貸も含
めた商業集積施設として店舗施設を有効活用してまいります。

(3) 経営の効率化
継続的な成長を確固たるものにするため、店舗作業の軽減、物流の効率化等、業務の改善を行

い、競争力の強化と経営の効率化を推進してまいります。
(4) 人材の育成

商品知識の習得や、次世代人材の育成、業務改善活動「ＱＣサークル」の推進等を進めてまい
ります。また、労災の防止や長時間労働の是正等、安全で働きやすい職場環境づくりにも積極的
に取り組んでまいります。
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3. 設備投資及び資金調達の状況

(1) 設備投資の状況

当期の設備投資額は、総額11億１千９百万円であります。主なものは、店舗の増床、店舗改

装による内装・空調・照明設備の改修等による建物の取得、ＰＯＳサーバの入替更新、店舗

改装による陳列什器等の工具、器具及び備品の取得、基幹システム改修によるソフトウェア

の取得等であります。

(2) 資金調達の状況

設備投資の所要資金は、自己資金、借入金及びテナントからの受入保証金によって賄ってお

ります。

4. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

5. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

6. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

7. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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8. 財産及び損益の状況の推移

期 別

区 分

第 70 期
(2021年２月期)

第 71 期
(2022年２月期)

第 72 期
(2023年２月期)

第 73 期
(2024年２月期)

営 業 収 益 (千円) 32,516,682 31,745,262 30,943,970 30,381,102

経 常 利 益 (千円) 1,023,566 646,908 807,442 796,687

当 期 純 利 益 (千円) 626,249 183,746 477,603 510,947

１株当たり当期純利益 (円) 116.27 34.12 88.67 94.86

総 資 産 (千円) 18,229,326 18,436,830 18,489,054 19,716,992

純 資 産 (千円) 10,342,178 10,297,775 10,648,136 11,072,581

(注)１「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第72期の期首から適用しており、第72期以降に

係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

２ 「１株当たり当期純利益」は、期中平均発行済株式総数（自己株式数控除後）に基づき算出しております。

9. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

該当事項はありません。
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10. 主要な事業内容

当社の主要な事業、及び販売部門と販売品目は次のとおりであります。

(1) ホームセンター事業

木材・石材・建築資材部門

……木材、木工品、石材、建築資材等

リフォーム・エクステリア部門

……住宅関連用品、住宅設備機器、給排水資材、水道用品、

物置、リフォーム事業等

ＤＩＹ・ワーキング部門

……金物、工具、塗料、接着剤、ワーキング等

園芸・農業資材部門

……農業資材、園芸用品、肥料、用土等

植 物 部 門…………野菜、植物、切花、種、球根等

ペット部門…………愛玩動物、ペット用品、ペットフード等

家電・電材部門……家電品、電材等

家庭用品部門………キッチン用品、バス・トイレ用品等

日用品部門…………ヘルス＆ビューティー、そうじ用品、洗剤、消耗品等

インテリア・収納部門

……インテリア用品、寝具、内装材、収納用品等

カー用品部門………タイヤ、オイル、バッテリー、車検、ピットサービス等

自転車 部 門………自転車、自転車用品等

レジャー・飲料部門

……レジャー用品、スポーツ用品、酒類、飲料等

文具・カウンター部門

……文具、玩具、オフィス用品、カウンターサービス等

その他 ……ダイソー商品、法人向け請負工事、灯油、たばこ等

(2) 不動産賃貸事業

当社が保有・管理する不動産の賃貸、商業施設の企画・建設及び運営管理
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11. 主要な事業所

(1) 本 社 群馬県高崎市

(2) 店 舗

① ホームセンターセキチュー （24店舗）

都 県 名 店 舗 名

群 馬 県
(11店舗)

高崎店・高崎矢中店・前橋関根店・前橋駒形店・富岡店・安中店・大間々店・
藤岡インター店・桐生南店・伊勢崎茂呂店・沼田恩田店

埼 玉 県
(７店舗)

花園インター店・上尾店・狭山北入曽店・熊谷小島店・川越南古谷店・東松山高坂店・せんげん台西店

栃 木 県
(２店舗)

鹿沼店・宇都宮駒生店

千 葉 県
(２店舗)

柏の葉十余二店・流山おおたかの森店

東 京 都
(１店舗)

鶴川店

長 野 県
（１店舗）

上田菅平インター店

② カー用品専門店オートウェイ （３店舗）

県 名 店 舗 名

群 馬 県
(３店舗)

高崎店・富岡バイパス店・大間々店

③ 自転車専門店サイクルワールド （３店舗）

都 県 名 店 舗 名

東 京 都
(２店舗)

新小岩店・南千住店

埼 玉 県
(１店舗)

戸田公園駅東口店
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12. 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

男 性 272 名 △2 名 43.0 才 16.2 年

女 性 33 4 34.5 10.5

合計又は平均 305 2 42.1 15.6

(注) 上記従業員数には、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員を含めておりません。
なお、当期中の平均雇用人数（パート・アルバイトは８時間換算）は、嘱託社員57名、パート社員
331名、アルバイト社員139名であります。

13. 主要な借入先及び借入額

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 群 馬 銀 行 900,000
千円

株 式 会 社 足 利 銀 行 700,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 200,000
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Ⅱ 株式に関する事項

1. 発 行 済 株 式 の 総 数 5,586,150株

(自己株式200,192株を含む。）

2. 単 元 株 式 数 100株

3. 株 主 数 873名

4. 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 サ ウ ス 企 画 2,507,500
株

46.55
％

セ キ チ ュ ー 取 引 先 持 株 会 466,600 8.66

ア ト ム 総 業 株 式 会 社 283,260 5.25

株 式 会 社 し ま む ら 275,000 5.10

関 口 忠 弘 165,055 3.06

関 口 礼 子 159,103 2.95

株 式 会 社 群 馬 銀 行 152,600 2.83

菊 屋 株 式 会 社 138,800 2.57

セ キ チ ュ ー 従 業 員 持 株 会 120,087 2.22

関 口 完 90,246 1.67

(注) 持株比率は、自己株式（200,192株）を控除して計算しております。

5. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅲ 会社役員に関する事項

1. 取締役の状況（2024年２月20日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 関 口 忠 弘 有限会社サウス企画代表取締役社長

専 務 取 締 役 長 谷 川 義 仁

取 締 役 土 田 一 聡 商品部長

取 締 役 釘 島 伸 博 弁護士法人釘島総合法律事務所代表

取 締 役
（常 勤 監 査 等 委 員）

高 木 宏

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

原 口 博

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

渡 辺 紀 幸 株式会社群銀カード代表取締役社長

(注) 1. 取締役釘島伸博氏、高木宏氏、原口博氏及び渡辺紀幸氏の４名は、会社法第２条第15号に定める社
外取締役であります。

2. 取締役釘島伸博氏、高木宏氏、原口博氏の３名は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており
ます。

3. 監査等委員原口博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。

4. 2023年５月18日開催の第72回定時株主総会において、渡辺紀幸氏が監査等委員である取締役に新た
に選任され、就任いたしました。

5. 当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との連携強化を図るとともに、監査の実効性を確保
するため、取締役（監査等委員）高木宏氏を常勤の監査等委員として選定しております。

6. 小松原卓氏は2023年５月18日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって辞任により、監査等委員
である取締役を退任されました。

7. 2024年１月15日をもって、霜鳥守雅氏は取締役執行役員管理部長を辞任いたしました。なお、退任
時の重要な兼職はアトム総業株式会社の監査役でありました。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく

賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
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3. 役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社の取締役、監査等委員を被保

険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金及び争訟費用等を補填します。ただし、当該

保険契約においては法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、

一定の免責事由を定めることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわないように措置を講じております。

保険料は当社が全額負担しております。

4. 取締役の報酬等の額

区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）固定報酬
業績連動
報酬

臨時賞与
非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

129,787
（3,600）

129,787
（3,600）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

５
（１）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

12,200
（12,200）

12,000
（12,000）

―
（―）

200
（200）

―
（―）

４
（４）

合計
（うち社外役員）

141,987
（15,800）

141,787
（15,600）

―
（―）

200
（200）

―
（―）

９
（５）

(注) 1. 取締役（監査等委員であるものを除く）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含ま
れておりません。

2. 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬限度額は、2022年５月11日開催の第71回定時株主総
会において、年額２億５千万円以内（うち社外取締役１千万円以内）（使用人給与相当額を除く）と
決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員であるものを除く）の
員数は５名（うち社外取締役１名）です。

3. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年５月11日開催の第71回定時株主総会において、年
額２千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役
の員数は３名です。

5. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容に関する決定方針に関する事

項

当社は取締役会において、取締役（監査等委員であるものを除く）の個人別の報酬等の内容にか

かわる決定方針を以下のとおり定めております。

当社の取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額は、株主総会で承認された報酬額の範囲

内において、業績貢献度、経営状況、経済情勢等を考慮の上、決定しております。取締役（監査等

委員であるものを除く）の具体的な報酬等の額につきましては、各取締役（監査等委員であるもの

を除く）の職責や成果を熟知している代表取締役社長関口忠弘氏が、取締役会の一任を受け、株主

総会で決議された金額の範囲内で決定しております。尚、当社の取締役（監査等委員であるものを

除く）の報酬等は、固定報酬のみとし、月毎に支払いをします。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬額

が、代表取締役社長への委任手続きを経て決定されていることから、その内容が決定方針に沿うも
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のであると判断しております。

6. 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監

査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定し

ております。

7. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役釘島伸博氏の兼職先である弁護士法人釘島総合法律事務所は当社と顧問契約を結

んでおり、当事業年度において、当社は顧問弁護士報酬120万円を支払っておりますが、その他

特別な利害関係はありません。

社外取締役渡辺紀幸氏の兼職先である株式会社群銀カードと当社はクレジットカード決済等

において通常取引先関係にありますが、その他特別な利害関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
主な活動状況と社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 釘 島 伸 博

当事業年度開催の取締役会14回中13回に出席し、主に経験豊富な法律の専
門的見地から、当社経営陣の業務執行に関する適切な発言を行うこと等に
より、経営に対する監督機能を果たしており、取締役会の意思決定の妥当
性及び適正性を確保するための役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員）

高 木 宏
当事業年度開催の取締役会の全て（14回）と監査等委員会の全て（15回）
に出席し、主に危機管理の専門的見地から、適宜必要な発言を行っており
ます。

取 締 役
（監査等委員）

原 口 博
当事業年度開催の取締役会の全て（14回）と監査等委員会の全て（15回）
に出席し、主に公認会計士の専門的見地から、適宜必要な発言を行ってお
ります。

取 締 役
（監査等委員）

渡 辺 紀 幸
2023年５月18日当社社外取締役就任以降の当事業年度開催の取締役会の全
て（11回）と監査等委員会の全て（12回）に出席し、主に経営的な見地並
びに金融分野の専門的見地から、適宜必要な発言を行っております。
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Ⅳ 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当事業年度に係る報酬等の額

21,000千円

(2) 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

21,000千円
(注) 1. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、監査等委員会は、会計監査人の監査

計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて
必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
報酬等の額を区分しておりませんので、(1)の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を
含めております。

3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま

す。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたし

ます。当該解任をした場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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Ⅴ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

当社は、業務の適正を確保するための体制について、取締役会において決議しております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンス体制に係わる規程を整備し、法令及び定款・社内規程を遵守す

るとともに、業務分掌の明確化と権限行使の適正化を図る。また、監査等委員を選任するこ

とにより、取締役の職務執行に対する監督機能を充実する。

内部監査室は、代表取締役社長の直轄組織として本社及び各店舗に対して監査を実施し、

不正過誤の防止と業務の改善・指導及び規程の充実・具体化に努める。

法的判断を要する案件については、速やかに顧問弁護士等に相談し、法令を逸脱しない体

制を整備する。また、コンプライアンス体制を推進するために、内部通報制度を構築し、通

報窓口を社内及び社外に設置して匿名での通報を受けるとともに、通報者に対する不利益な

取扱いの防止を保証する。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切に検索が容易な状態

で保存・管理するとともに、文書種別に保存期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持す

る。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理規程を整備し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事

態が発生した場合は、代表取締役指揮下に対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うこ

とで、損失の拡大を防止する体制を整える。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準等を明確化するとともに、意思決定

の妥当性を高める為のプロセス・体制を確保する。また、取締役会は月１回定時に開催する

ほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営に関する重要事項についての審議、

議決及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
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(5) 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する

指示の実効性の確保に関する事項

当社は、現在監査等委員を補助すべき使用人は配置していないが、監査等委員から求めら

れた場合は、監査等委員と協議の上、合理的な範囲で配置する。その際、補助業務にあたる

使用人は、監査等委員の指示命令に従い職務を行う。また、当該使用人の任命・異動等を行

う場合は、監査等委員に事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。

(6) 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関

する体制

監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の

報告を受けるほか、稟議書等の重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に、そ

の説明を求める。また、内部監査室から、定期的に内部監査状況を報告する。その他、監査

等委員監査の為に求められた報告事項について、速やかに対応する体制を整備する。

(7) 監査等委員に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制

当社の役員・使用人に対し、監査等委員に報告したことを理由として不利な取扱いを行う

ことを禁止し、その旨を当社の役員・使用人に周知徹底する。

(8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該費

用等が監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに支払い等

の処理を行う。

(9) その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、監査等委員会規則に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保する

とともに、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、自らの監査成果の達成を

図る。
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(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力とは断固として対決し、一切関係を持たないことを基本方針とす

る。また、反社会的勢力から接触を受けたときは、ただちに警察等のしかるべき機関に情報

を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては、弁護士等を含め外部機関と連

携し、組織的に対処する。

(11) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、反社会的勢力との関係遮断を企業行動基準に明記し、法令、社会的規範及び企業

倫理に反した事業活動は行わない。また、内部通報制度を適切に運用し、反社会的勢力の潜

在的関与を排除する。

当社は、群馬県企業防衛対策協議会に加盟し、その他所轄警察署及び株主名簿管理人から

関連情報を収集し、不測の事態に備えて最新の動向を把握するよう努める。また、これらの

勢力に対する対応は、管理部が総括し、必要に応じて外部機関と連携して対処する。

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況については、上記方針に基づいた取り組

みを行っており、内部統制システムの体制、運用状況に関して、監査等委員・内部監査室が

モニタリングを行い、重要な不備がないか確認を行っております。

また、法令、経営環境の変化に対応して見直しを実施し、効果的な体制の整備、運用を行

っております。

Ⅵ 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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Ⅶ 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策の一つとして位置づけ、経営基盤
の強化と安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。また、当社の剰余金の配
当は、年１回の期末配当を基本方針としております。
内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応するべく、店舗の新設や

既存店の活性化の為の改装、システム投資などに有効に活用し、売上・利益の拡大を図ってま
いります。
これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、従来予定していた１株当

たり20円の普通配当に当社の業績や物価高等の社会情勢を踏まえた特別配当10円を加え、１株
当たり30円の配当を予定しております。
また、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に

別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めて
おりますが、期末配当につきましては、原則株主総会にお諮りし、決定することとしておりま
す。

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2024年２月20日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 9,478,478 流 動 負 債 7,714,077

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

884,159

890,105

7,310,574

24,736

141,261

227,640

10,238,513

5,696,318

2,589,533

256,327

25,491

6,121

421,650

1,929,865

467,328

385,522

137,512

243,758

4,251

4,156,673

651,516

140,348

3,066,344

281,531

16,931

買 掛 金 4,466,620

短 期 借 入 金 1,800,000

未 払 金 603,438

未 払 費 用 142,366

未 払 法 人 税 等 182,752

預 り 金 21,894

賞 与 引 当 金 81,155

契 約 負 債 355,358

そ の 他 60,492

固 定 負 債 930,334

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 53,453

資 産 除 去 債 務 371,271

そ の 他 505,609

負 債 合 計 8,644,411

純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,832,875

資 本 金 2,921,525

資 本 剰 余 金 3,558,349

資 本 準 備 金 3,558,349

利 益 剰 余 金 4,558,931

利 益 準 備 金 272,952

そ の 他 利 益 剰 余 金 4,285,979

繰 越 利 益 剰 余 金 4,285,979

自 己 株 式 △205,931

評 価 ・ 換 算 差 額 等 239,705

その他有価証券評価差額金 239,705

純 資 産 合 計 11,072,581

資 産 合 計 19,716,992 負 債 ・ 純 資 産 合 計 19,716,992

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

( 2023年２月21日から
2024年２月20日まで )

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 29,721,415

売 上 原 価 20,987,445

売 上 総 利 益 8,733,970

営 業 収 入

不 動 産 賃 貸 収 入 659,686 659,686

営 業 総 利 益 9,393,656

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,663,392

営 業 利 益 730,264

営 業 外 収 益

受 取 利 息 13,957

受 取 配 当 金 14,162

受 取 手 数 料 11,892

受 取 保 険 金 8,574

そ の 他 26,497 75,085

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,325

固 定 資 産 除 却 損 3,909

そ の 他 427 8,661

経 常 利 益 796,687

特 別 損 失

減 損 損 失 45,605 45,605

税 引 前 当 期 純 利 益 751,081

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 227,169

法 人 税 等 調 整 額 12,965 240,134

当 期 純 利 益 510,947

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2023年２月21日から
2024年２月20日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 利 益 準 備 金

そ の 他 利 益
剰 余 金

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 2,921,525 3,558,349 272,952 3,936,611

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △161,578

当 期 純 利 益 ― ― ― 510,947

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― 349,368

当 期 末 残 高 2,921,525 3,558,349 272,952 4,285,979

(単位：千円)

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △205,931 10,483,506 164,630 164,630 10,648,136

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― △161,578 ― ― △161,578

当 期 純 利 益 ― 510,947 ― ― 510,947

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

― ― 75,075 75,075 75,075

当 期 変 動 額 合 計 ― 349,368 75,075 75,075 424,444

当 期 末 残 高 △205,931 10,832,875 239,705 239,705 11,072,581

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

…………時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)

商 品……………………売価還元法による原価法

ただし、物流センターの商品については、移動平均法による原価法

貯 蔵 品……………………最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有 形 固 定 資 産……………………建物(建物附属設備を除く)

a 1998年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

b 1998年４月１日から2007年３月31日までに取得したもの

旧定額法

c 2007年４月１日以降に取得したもの

定額法

建物以外

a 2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

b 2007年４月１日以降に取得したもの

定率法

c 2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

定額法

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～34年
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(2) 無 形 固 定 資 産……………………定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア ５年

(3) 長 期 前 払 費 用……………………定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 賞 与 引 当 金……………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込額に基づき

計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金……………………役員退職慰労金の支出に備える為、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

なお、2015年５月13日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって取

締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止した為、引当金計上額

は、制度廃止日に在任している役員に対する廃止日における要支給額

であります。

4. 収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認

識する通常の時点)は以下の通りであります。

当社は、主にホームセンター事業における商品の販売を主たる事業としており、商品の引渡時点において総

額で収益を計上しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、

顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を計上しております。

また、当社は、会員顧客向けポイント制度を採用しており、商品の購入に応じて付与するポイントは、将来

当社における商品購入時に利用することができます。付与したポイントを履行義務として識別し、契約負債に

計上しております。取引価格は、ポイントの利用及び失効見込み分を考慮した上で、独立販売価格の比率に基

づいて各履行義務に配分しております。ポイントの履行義務に配分された取引価格は貸借対照表上「契約負債」

として計上し、ポイントの利用及び失効に従い収益を認識しております。

なお、取引の価格は、履行義務を充足してから短期の内に受領し、重要な金融要素は含んでおりません。
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〔重要な会計上の見積りに関する注記〕

店舗に係る固定資産の減損

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)

貸 借 対 照 表 計 上 額 減 損 損 失 計 上 額

有形固定資産（注） 4,220,751 35,096

(注)店舗における有形固定資産の金額であります。

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

当社は、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各店舗の本社費配賦後の

営業利益が過去２期連続してマイナスとなった場合、土地及び店舗設備等の時価が著しく下落した場合等に減

損の兆候があるものと判定しております。

また、減損の兆候が把握された各店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー

合計が当該店舗の固定資産の帳簿価額を下回る店舗について、その「回収可能価額」を「正味売却価額」又は

「使用価値」との比較により決定し、固定資産の帳簿価額を「回収可能価額」まで減損し、当該減少額を減損損

失として計上しております。

②主要な仮定

割引前将来キャッシュ・フローは、適切な権限を有する経営者及び取締役会の承認を得た翌事業年度の事業

計画を基礎に算定しております。

当該割引前将来キャッシュ・フローの主要な仮定は、将来の売上高及び営業費用の増減率です。売上高の増

減率は、過去の実績、出店エリアの地域特性等の市場環境、競合他店舗の動向や改装等の施策が織り込まれた

事業計画を踏まえて策定しております。また、営業費用の増減率については、インフレなどによるコスト増、

店舗人員数、広告や改修等に関する事業計画を踏まえて策定しております。

(3)翌事業年度の計算書類に与える影響

上記の見積りや仮定には不確実性があり、事業計画や市場環境の変化により見積りの前提とした条件や仮定

に変更が生じた場合、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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〔貸借対照表に関する注記〕

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産 建 物 12,924千円

土 地 389,524千円

計 402,449千円

(2) 担保に係る債務 短 期 借 入 金 822,000千円

計 822,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8,107,933千円

3. 国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除した

圧縮記帳額
建 物 9,501千円
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〔損益計算書に関する注記〕

減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用 途 種 類 場 所

店 舗 建 物、 構 築 物 等

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

遊 休 地 土 地 群 馬 県

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、各店舗及び賃貸不動産を基礎として資産のグル

ーピングを行っております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件を単位と

して資産のグルーピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる資産グループについて減損を認識し、回収可能価額が帳

簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（45,605千円）とし

て特別損失に計上いたしました。

減損損失の内訳は次のとおりであります。

種 類 減 損 損 失

建 物 22,044千円

構 築 物 7,263千円

土 地 8,967千円

そ の 他 7,329千円

合 計 45,605千円

なお、減損損失を計上した資産の回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しております。正

味売却価額は、不動産鑑定評価額(売却予定の資産については売却予定価額)又は固定資産税評価額等を合理的

に調整した価額に基づき算定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、

零として評価しております。
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〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 5,586,150 ― ― 5,586,150

2. 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 200,192 ― ― 200,192

3. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額
( 千 円 )

１株当たりの
配 当 額 ( 円 )

基 準 日 効 力 発 生 日

2023 年 ５ 月 18 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 161,578 30.00
2023年
２月20日

2023年
５月19日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

次のとおり、決議を予定しております。

決 議
株 式 の
種 類

配 当 の 原 資
配当金の総額
( 千 円 )

１株当たりの
配 当 額 ( 円 )

基 準 日
効 力
発 生 日

2024 年 ５ 月 15 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 161,578 30.00
2024年
２月20日

2024年
５月16日

〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕

該当事項はありません。
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〔金融商品に関する注記〕

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行借入

による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、そのほとんどが顧客のクレジットカード決済による売上代金の未収入金であり

ます。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式

であります。

差入保証金は、主に店舗等の賃貸借契約に伴うものであり、契約先の信用リスクにさらされております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、クレジット会社以外の顧客への売上債権が発生した場合には、顧客ごとに期日管理及び残高管理

を行うとともに、主な顧客の信用状況を把握する体制をとっております。

差入保証金については、契約締結前に対象物件の権利関係などの確認を行うとともに、契約先ごとの期日

管理及び残高管理を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、投資有価証券について定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況の継続的な見直し

を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管

理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が

含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいる為、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価格が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年２月20日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額5,640千円）については、記載しておりません。また、

現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期で決済され

る為時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

投資有価証券 645,876 645,876 ―

差入保証金 3,066,344 2,999,561 △66,782

合計 3,712,221 3,645,438 △66,782
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れの属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 593,489 ― ― 593,489

国債・地方債等 52,387 ― ― 52,387

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 ― 2,999,561 ― 2,999,561

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しており、債券等は相場価格又は取引金融機関から提示された価格を用いて評価
しております。上場株式および国債は、活発な市場で取引されている為、その時価をレベル１の時価に分類しており
ます。
差入保証金

差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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〔資産除去債務に関する注記〕

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

主に、店舗用土地建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から賃借期間終了日までと見積り、割引率は当該使用見込期間に対応する国債の利回

りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期 首 残 高 379,151千円

新 規 取 得 に よ る 増 加 670千円

時の経過による調整額 6,704千円

資産除去債務の履行による減少額 △15,254千円

期 末 残 高 371,271千円

〔賃貸等不動産に関する注記〕

当社は、群馬県その他の地域において、賃貸用の店舗(土地を含む)を有しております。2024年２月期の当該

賃貸不動産に関する賃貸損益は281,142千円(賃貸収益は営業収入に、賃貸費用は販売費及び一般管理費に計

上)であります。

賃貸不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の

算定方法は以下のとおりであります。

貸借対照表計上額(千円)
決算日における時価

(千円)
当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

742,056 △8,772 733,284 1,465,394

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当事業年度の増減額は、主として店舗改装や設備の取替更新による資産の増加7,438千円と、賃貸契

約終了による減少2,365千円、減価償却費による減少13,645千円であります。
3. 時価の算定方法

主として、固定資産税評価額等の指標に基づき算定した金額であります。
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〔退職給付に関する注記〕

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

2. 退職給付費用の内訳

確定拠出年金掛金 54,280千円

合計 54,280千円

〔税効果会計に関する注記〕

繰延税金資産の発生の主な原因は、減価償却限度超過額、商品評価損の否認等であり、繰延税金負債の発生の

主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。
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〔持分法損益に関する注記〕

該当事項はありません。

〔関連当事者との取引に関する注記〕

役員及び個人主要株主等

種 類
会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目 期末残高

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有する会社

アトム総業㈱
(被所有)

直接 5.3

損害保険契約
代理業務
役員の兼任

損害保険料
等の支払

19,678 ― ―

(注) 1. 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
2. アトム総業㈱は、当社代表取締役社長関口忠弘の近親者が議決権の100％を直接所有しております。

取引条件及び取引条件の決定方針

(1) 損害保険契約代理業務は、当社との間で建物及び商品等について損害保険契約の代理業務を行っており、

保険料率その他の付保条件については、一般ユーザーと同様の条件となっております。

〔収益認識に関する注記〕

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント
合計

ホームセンター事業 不動産賃貸事業

ＤＩＹ用品 15,543,691 ― 15,543,691

家庭用品 8,684,385 ― 8,684,385

カー用品・自転車・
レジャー用品

4,933,233 ― 4,933,233

その他(注1) 560,106 ― 560,106

顧客からの契約から生
じる収益

29,721,415 ― 29,721,415

その他の収益(注2) ― 659,686 659,686

外部顧客への売上高及
び営業収入

29,721,415 659,686 30,381,102

(注)1.「その他」の内訳は、店舗手数料収入、請負工事収入等であります。
2.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針に係る事項に関する注記「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1)契約残高等

顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

当事業年度

契約負債（期首残高） 344,220

契約負債（期末残高） 355,358

契約負債は、主にポイント及び顧客からの前受金によるものであります。ポイントは当社が付与したもの

のうち、当事業年度末において履行義務を充足していない残高であり、ポイントの使用時及び失効時に収益

を認識し、契約負債を取り崩します。前受金は、財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から受け取った

対価であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

(2)残存履行義務に配分した取引価格

当社においては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残

存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格

に含まれていない重要な金額はありません。

〔１株当たり情報に関する注記〕

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,055円82銭

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 94円86銭

〔重要な後発事象に関する注記〕

該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2024年４月２日

株式会社セキチュー

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

長野事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小堀 一英

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 張本 青波

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社セキチューの2023年２月21日から

2024年２月20日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監
査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年２月21日から2024年２月20日までの第73期事業年度における取締役の職務の執行に
関して、各監査等委員が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

1. 監査の方法及びその内容
(1) 監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並
びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに下記
の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な店舗において業務及び財産の状況を調査しました。

②会計監査人が独自の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年４月９日
株式会社セキチュー監査等委員会
常勤監査等委員 高 木 宏 ㊞

監査等委員 原 口 博 ㊞

監査等委員 渡 辺 紀幸 ㊞

以 上
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